
別紙２

必 須 書 類 等 の 確 認 事 項

□ ・実績報告書類は、正本、副本（正本の写）を各１部ずつ（計２部）作成しましたね。

□ ・実績報告書に提出日の日付が記載されていますね。

□
・「（１）受動喫煙防止対策を実施した事業場の名称」欄が交付申請書の事業場の
名称と一致していますね。

□
・「（３）助成金申請額」欄は交付決定の助成金額と同額か、それ以下の金額となっ
ていますね。（交付決定内容変更の承認がなければ、交付決定した助成金額を超
える助成金は交付されません。）

□

・助成対象事業は、実施要領様式第９号別添の「事業の実施期間」内に実施され、
かつ交付決定を受けた年度内に終了していますね。
・添付資料（写真、領収書、振込明細、工程表の日付等）は整合がとれています
ね。

□
・喫煙専用室等の定員、面積は交付決定時と相違ないですね。（添付資料（事業計
画、見積書、図面）等により相違なく、整合がとれていることを確認しましたね。）

□ ・施工後の写真、関係資料を添付し、それらに参照先を明記しましたね。

□
・対象経費の２分の１（※喫煙専用室等を設置する事業場が飲食店の場合は３分
の２）又は100万円の低い方の額を記載しましたね（千円未満は切捨て）。

□
・全国指導センターから交付された受動喫煙防止対策助成金交付決定通知書の
写しが添付されていますね。

□

＜変更承認を受けている場合＞

・全国指導センターから交付された受動喫煙防止対策助成金交付決定内容変更
承認通知書（変更の承認を複数回受けている場合はその全ての通知書）が添付さ
れていますね。

□
・工事施工後の概観が、交付決定した内容（図面）（変更の承認をしている場合は
その内容を含む。）と合致していますね。

□ ・【写真】工事終了後速やかに撮影しましたね。 撮影日：　　　　年　　　月　　　日

□
・【写真】換気扇等の設置機器及び設備の型式、設置場所、設置台数等について
交付決定した内容（変更の承認を得ている場合はその内容を含む。）のとおりであ
ることが確認できるものですね。

□
・【写真】換気に係る工事（換気扇、ガラリ等）、建築工事（壁の設置等）実施箇所に
ついて、交付決定した内容（変更の承認を得ている場合はその内容を含む。）のと
おり施工されていることが確認できるものですね。

□
・【写真又は添付資料】壁等の建材について、規格や材質が交付決定をした内容
（変更の承認を得ている場合はその内容を含む。）のとおりであることが確認できる
ものですね。

□
・【写真又は添付資料】その他、交付決定した際の根拠資料、領収書に記載された
内容（工事、設備又は機器）（変更の承認を得ている場合はその内容を含む。）に
ついて、施工又は設置されていることが全て確認できるものですね。
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□ ・領収書等の作成日が明瞭で、工事施行完了日近傍の日付となっていますね。

□ ・領収書（請求書）の宛先は、申請事業主名となっていますね。

□ ・施工者名が明瞭に記載されていますね。

□
・施工者に対する支払い（領収書に記載されている金額）が完了していますね。
支払い手段（現金決済　・　口座振込　・　手形決済　・　その他（　　　　　　　　　））を
確認しましたね。

□
・領収書（金額等の記載内容）が正しいと証する書面と一致していることを確認しま
したね。

□
・事業実績報告書（様式第９号）の「助成対象経費」と領収書の内容（内訳）の整合
がとれていますね。 （必要に応じて、内訳の詳細を確認することがあります。）

□
・使用した建材の規格や数量、機器の型式や設置台数が、提出された写真や資料
と一致していますね。

□
・使用した建材や機器の金額が、実勢価格に照らして極端に異なるものとなってい
ませんね。

□ ・人件費や工費が、工事内容に照らして過度に高額なものとはなっていませんね。

□

・【受動喫煙防止対策に関係しない工事を同時に実施した場合】　受動喫煙防止対
策に関する費用と明確に区分されていて（又は按分されていて）、事業実績報告書
（様式第９号）の助成対象経費には、受動喫煙防止対策とは関係ないものは含ま
れていないですね。

□
・その他、用途や詳細な内容が不明なもの（例えば、「○○工事費一式」「雑費」な
ど、具体的な内訳が示されていないもの）は含まれていないですね。

□ ・その他、交付決定時の見積書の内容と大きな相違はないですね。

□ ・法人又は事業主により記載され、記名押印がありますね。

□
・交付決定を受けた内容と実際に施工した内容が相違ない旨を説明する内容と
なっていますね。

□ □

・【喫煙専用室の場合】　喫煙専用室等の出入口において喫煙専用室等内に向か
う風速について、要件を満たしていることが実測値により説明、証明されています
ね。
・【脱煙機能付き喫煙ブースの場合】　喫煙ブース内の総揮発性有機化合物の除
去率、及び当該ブースから室外（施設の屋内又は内部の場所に限る）に排出され
た気体の浮遊粉じんの量が実測値により説明、証明されていますね。

□

□

その他全国指導セ
ンター理事長が必
要と認める書類

□

実施した受動喫煙
を防止するための
措置が、要件を満
たしていることを確
認できる書類

受動喫煙の防止に
係る事業の領収書
及び当該経費に係
る内訳の写し並び
に領収書の金額が
正しいことを証する
書面（振込明細書
等）

□

交付決定を受けた
内容と実際に実施
した事業が相違な
いことを説明する書
類

□


